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改    正    前 改    正    後 

 
（前 略） 

第９条 病院に、薬剤部を置く。 
第１０条 薬剤部に、薬剤部長及び副薬剤部長５名
を置く。 

２ 薬剤部長は、病院の専任の教授をもつて充てる。 
３ 薬剤部長は、薬剤部の業務をつかさどる。 
４ 副薬剤部長は、１名は医学研究科、医学部又は
病院の准教授又は講師を、１名は医学研究科、医
学部若しくは病院の准教授若しくは講師又は薬学
研究科の教授、准教授若しくは講師を、他の３名
は技術職員をもつて充てる。 

５ 副薬剤部長は、薬剤部長の職務を助ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１１条 病院に、次の部及びセンターを置く。 
医療情報企画部 
医療安全管理部 
感染制御部 
総合臨床教育・研修センター 
診療報酬センター 
先端医療機器開発・臨床研究センター 
ｉＰＳ細胞臨床開発部 
臨床研究総合センター 
先制医療・生活習慣病研究センター 
看護職キャリアパス支援センター 
ＥＨＲ利用推進センター 
レセプト情報等オンサイトリサーチセンター（京
都）運用部 
倫理支援部 
（後 略）   

 

 
 
第９条 
第１０条 

 
２ 
３ 
４     （同 左） 

 
 
 
 

５ 
第１０条の２ 病院に、医療安全管理部を置く。 
第１０条の３ 医療安全管理部に、医療安全管理部
長及び副医療安全管理部長を置く。 

２ 医療安全管理部長は、病院の専任の教授をもっ
て充てる。 

３ 医療安全管理部長は、医療安全管理部の業務を
つかさどる。 

４ 副医療安全管理部長は、医学研究科、医学部又
は病院の准教授又は講師をもって充てる。ただ
し、やむを得ない事情があるときは、病院の助教
をもって充てることができる。 

５ 副医療安全管理部長は、医療安全管理部長の職
務を助ける。 

第１１条 病院に、次の部及びセンターを置く。 
医療情報企画部 
 
感染制御部 
総合臨床教育・研修センター 
診療報酬センター 
先端医療機器開発・臨床研究センター 
ｉＰＳ細胞臨床開発部 
臨床研究総合センター 
先制医療・生活習慣病研究センター 
看護職キャリアパス支援センター 
ＥＨＲ利用推進センター 
レセプト情報等オンサイトリサーチセンター（京
都）運用部 
倫理支援部 

 
附 則 

この規程は、平成２９年９月２６日から施行す
る。 

 


